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１． はじめに 

 通学路の交通安全の確保については、これまでも平成２４年４月に京都府亀岡市で発生

した登校中の児童等の列に自動車が突入する事故を契機に緊急合同点検を実施するととも

に、各市町村が作成した「通学路交通安全プログラム」に基づく、継続的な安全対策を推

進してきた。一方、令和元年５月に滋賀県大津市で発生した集団で歩道を通行中の園児ら

が死傷する事故を受けて、未就学児が日常的に集団で移動する経路についても緊急安全点

検を実施し、安全対策を推進してきた。 

しかしながら、令和３年６月に千葉県八街市において、下校中の児童の列にトラック

が衝突し５名が死傷する痛ましい事故が発生した。このことから、国からは通学路におけ

る交通安全を一層確保するために、千葉県八街市の事故の観点も踏まえた合同点検を実施

するなどの取組が求められている。本論文では、令和３年６月の千葉県での事故を受け

て、本県での通学通園路における交通安全確保に向けた取組ついて述べる。 

 

２．令和３年６月の千葉県での事故を受けた国の動きについて 

 令和３年６月の千葉県での事故を受け、通学路における交通安全を一層確保することが

重要であることから、文部科学省、国土交通省及び警察庁の３省庁が連携し｢通学路にお

ける合同点検等実施要領」を作成し、各都道府県政令市に通学路の安全対策を講ずるよう

依頼があった。この実施要領では、今回の事故を鑑み、①｢見通しの良い道路や幹線道路

の抜け道になっている道路など車の速度が上がりやすい箇所や大型車の進入が多い箇

所｣、②｢過去に事故に至らなくても、ヒヤリハットの事例があった箇所｣、③｢保護者、見

守り活動者、地域住民等から市町村への改善要請があった箇所｣などの観点も踏まえ危険

箇所の確認を行い、合同点検の実施及び対策必要箇所の抽出を行い、対策案を検討すると

いった内容となっている。 

 

３．令和３年６月の千葉県での事故を受けた県の対応について 

 通学通園路における交通安全確保について、これまで奈良県では「奈良新『都』づくり

戦略２０２０」及び「奈良新『都』づくり戦略２０２１」に｢子どもの通学通園路の安全

確保」を戦略テーマとして盛り込み、合同点検に基づく対策実施等を継続的に進めつつ、

より安全な通学通園路の設置の検討を進めるため、通学通園路マップのデジタル化による

経路上の危険箇所の見える化を行うとしていた。(図-１) 

千葉県での事故を受けた国の動きを踏まえ、奈良県教育委員会は、令和３年７月２０

日に市町村等が実施する合同点検に第三者視点で同行するほか、合同点検後の報告に対し

対策案の検討を行い、改善策を提案するとした。 

令和３年１０月１５日現在、奈良県内では３９市町村のうち２７市町村の７５１箇所



で合同点検を実施され、１８市町村の合同点検について、県、県教育委員会、県警が同行

した。(表－１、写真－１)また、合同点検の結果を踏まえ、各市町村の意見交換、情報共

有ができるよう、令和３年１０月１９日に令和３年度第 1 回通学路等安全対策推進会議を

開催した。(写真―２) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１ 子どもの通学通園路の安全確保 

【「奈良新『都』づくり戦略２０２１」より抜粋】 

 

表-1 合同点検の実施状況(令和３年１０月１５日現在) 

【令和３年度第１回通学路等安全対策推進会議 会議資料より抜粋】 

  

写真-1 大和高田市、下市町における合同点検の様子 

【令和３年度第１回通学路等安全対策推進会議 会議資料より抜粋】 
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写真-２ 令和３年度第 1 回通学路等安全対策推進会議 

今後は、市町村から報告される対策案について、県、県教育委員会、警察本部が第三

者視点で対策検討案の内容を再度確認し、改善の必要のある対策について、市町村に提案

を行う予定である。そして、１月下旬に開催予定の令和３年度第２回通学路安全対策推進

会議で、市町村の当面の対策案の了承と改善状況についての情報共有を行い、その対策案

にしたがって、市町村教育委員会、学校、道路管理者および地元警察署が対策を継続的に

実施してく予定である。(図－２) 

 

図―２ 対策スケジュール 

【令和３年度第１回通学路等安全対策推進会議 会議資料より抜粋】 

 



４．道路関係機関(奈良国道事務所、土木事務所、市町村建設部等)での対応について 

 こういった県全体の動きのなかで、道路関係機関でも、市町村教育委員会から合同点検

への参加要請により、国、県、市町村の道路管理者が合同点検を行っている。奈良県道路

保全課では、今後、市町村から報告される対策案について、｢危険箇所において道路管理

者の対策メニューがなかった場合、さらなる道路管理者の対策が実施できないか｣、｢用地

買収が必要な歩道設置等、時間を要する対策案の場合、速やかに対策の実施が可能な防護

柵の設置等ができないか｣等を確認する予定である。改善策の事例としては、防護柵の設

置や路側帯のカラー舗装等の歩行者の安全性が向上する対策や、路面標示の設置や交差点

のカラー舗装等のドライバーに注意喚起を促す対策などが考えられる。(写真－３～６) 

  

写真-３ 防護柵の設置 写真-４ 路側帯のカラー舗装 

 

 

 

 

 

  

写真-５ 路面標示の設置 写真-６ 交差点のカラー舗装 

 

５．おわりに 

 通学路等安全対策推進会議を開催することで、市町村間で合同点検状況等を共有するこ

とができ、合同点検が遅れている市町村へは早期に合同点検の実施を促すことができたと

思う。さらに、今年度より合同点検に第三者的視点で県教育委員会も同行したことで、現

在の通学路が安全なルートになっているかを再度確認することもできたと思う。 

 道路関係機関としては、通学路の安全確保について、今まで県は県管理道路の安全対策

を進めながら、市町村道については市町村からの対策案や対策状況の報告を受けるといっ

た関わりであった。だが、今後は市町村からの報告を第三者視点で確認し、状況に応じて

改善策を提案する等、より安全な通学通園路の確保に努めて参りたい。 

 また、通学通園路の交通安全を確保するためには、通学通園路の見直しといった教育委

員会等による改善や、警察による交通規制の実施等による改善なども不可欠であるので、

引き続き教育委員会や警察等の関係機関とも連携しながら、通学通園路における交通安全

確保に向けた取組を推進していきたい。 


